
社会福祉法人 虹の会 役員報酬規程  

 

（目的） 

第１条  この規程は、定款第８条及び第１８条の規程に基づき、社会福祉法人 虹の会

（以下「法人」という。）の理事、監事及び評議員（以下「役員等」という。）の

報酬に関する事項を定める。 

 

（報酬の定義） 

第２条 報酬は、法人と委任関係にある役員等が、法人の運営管理の為に、法人に勤務し

た場合の職務の対価として支払われるものとする。ただし、役員等が職員である場

合は、これを支給しない。 

   ２ 役員等には、勤務実態に即して支給する事とし、その地位にある事のみによっ

て支給しない。 

 

（理事長の勤務と報酬） 

第３条 理事長は、概ね月に１２日以上、法人職務に従事するものとする。 

   ２ 理事長の報酬は月額とし、別表の額を支払うものとする。 

 

（理事報酬） 

第４条  理事が理事会又は評議員会に出席した時は、その都度別表の額を支払うものと

する。ただし、一人あたりの各年度の総額が６０，０００円を超えない範囲とす

る。 

 

（監事報酬） 

第５条  監事が理事会又は評議員会に出席した時は、その都度別表の額を支払うものと

する。 

２ 監事が、法人及び施設の指導監査への立会い及び運営状況の指導又は監査の業務

にあたった場合は、その都度別表の額を支払うものとする。 

３ 前２項の規定にも関わらず、一人あたりの各年度の総額が１２０，０００円を超

える場合は支給しないものとする。 

 

（評議員報酬） 

第６条  評議員が評議員会に出席した時は、その都度別表の額を支払う事とする。 

 

（支給日） 

第７条  役員等の報酬は、毎月２５日（支給日が銀行休業日の場合は、前営業日）に支

払う。 

 



 

（改正） 

第８条   この規程の改正については、評議員会における議決を要するものとする。 

 

 

付 則 

この規程は、平成２９年 ６月１６日より施行する。 

    ２ 本規程による報酬は、５月分から適用する。 

 

 

別表 

名 称 報酬額 

理事長業務報酬 （月額）５０，０００円 

理事会出席報酬 （日額） ５，０００円 

監事監査指導報酬 （日額） ５，０００円 

評議員会出席報酬 （日額） ５，０００円 

 


